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六
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内
閣
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鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
検
察
庁
に
お
け
る
裏
金
問
題
に
つ
い
て
指
摘
し
た
元
大
阪
高
等
検
察
庁
公
安
部
長
の
発
言
に

対
す
る
千
葉
景
子
法
務
大
臣
の
見
解
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
検
察
庁
に
お
け
る
裏
金
問
題
に
つ
い
て
指
摘
し
た
元
大
阪
高
等
検
察
庁
公
安
部
長
の
発

言
に
対
す
る
千
葉
景
子
法
務
大
臣
の
見
解
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
九
二
号
）
二
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ

り
、
事
案
及
び
報
道
内
容
に
応
じ
て
対
処
が
異
な
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
公
平
性
を
欠
き
、
矛
盾
し
て
い
る
」
こ
と
に
は
な

ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
九
二
号
）
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
九
二
号
）
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

法
務
大
臣
、
法
務
副
大
臣
及
び
法
務
大
臣
政
務
官
（
以
下
「
政
務
三
役
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
「
基
本
方
針
」
（

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
政
治
主
導
の
国
政
運
営
を
進
め
て
お
り
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十

一



二
年
二
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
九
二
号
）
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
情
報
を
関
係
す
る
部
局
か
ら
提
出
さ
せ
た
上
で
、

政
務
三
役
が
そ
れ
ら
を
含
む
種
々
の
情
報
を
基
に
作
成
し
、
最
終
的
に
法
務
大
臣
の
責
任
に
お
い
て
閣
議
に
か
け
、
決
定
し

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
「
官
僚
の
言
う
が
ま
ま
、
答
弁
を
決
め
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

二


